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令和４年第１０回安芸市農業委員会定例会議事録 

 

１．開催日時  令和４年 10月 26日（水）午後１時 34分から２時 36分 

 

２．開催場所  安芸市役所 二 階  会 議 室                

 

３．出席農業委員（ 10人） 

会長             １番 内川 昭二 

会長職務代理者  ２番 野町 亜理 

会長職務代理者  ３番 大久保暢夫 

４番 川島 一義 

５番 千光士伊㔟男 

７番 樋口 なぎさ 

８番 西岡 秀輝 

11番 岡 大作 

13番 栗山 浩和 

14番 小松 豊喜 

 

４．欠席農業委員（４人） 

６番 野村 勉 

９番 有澤 節子 

10番 福本 隆憲 

12番 山内  幸 

 

５．出席農地利用最適化推進委員（７人） 

安芸  渡辺 禎宏 

伊尾木 黒岩 榮之 

川北  中平 秀一 

土居  入交 大輔 

井ノ口 小松 昌平 

畑山  小松 光正 

赤野  大野 實 

 

６．傍聴者 なし 

 

７．議事日程 

報告第１号 農地法第３条の３届出について 

議案第２号 農地法第３条許可申請について 

報告第３号 農地法第４条届出報告について 
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議案第４号 農地法第５条第１項許可申請について 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画決 

定について 

その他 

 

８．農業委員会事務局職員 

事務局長       大坪 浩久 

事務局次長兼振興係長 北村 博昭 

事務局農地係長    弘井 恭介 

 

９．会議の概要 

 

議 長             これより、本日の会議を開きます。  

議事に入る前に事務局が諸般の報告をいたします。  

事務局長    本日の出欠状況を報告します。 

定数１４人、欠席４人、出席数１０人であります。 

欠席委員の６番野村委員、９番有澤委員、10番福本委員、 12番

山内委員は、所用のため欠席の届出があっております。 

次に事務の概要報告をいたします。 

９月３０日に、国が整備しております eMAFF（イーマフ）地図

への農地情報紐づけに関する説明会がリモートで開催され、北

村次長が参加しました。 

以上で、事務の概要報告を終わります。 

議 長             本定例会の日程は、本日１日限りといたしたいと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」との声あり）  

        異議なしと認めます。よって本定例会の日程は本日１

日と決定いたします。  

        会議規則第 21条第２項の規定により、議事録署名委員に

 千 光 士 伊 勢 男 委 員 及 び 樋 口 な ぎ さ 委 員 を 指 名 い た し ま す 。 

それでは、「報告第１号、農地法第３条の３届出につ

いて」事務局が説明をいたします。  

事務局（北村）  それでは、説明させていただきます。 

議案書は、１ページをお開きください。 

「報告第１号、農地法第３条の３届出について」ですが、

今回は５件届出が出ています。 

届出番号１番です。 

権利取得者は、議案書に記載のとおりです。 

届出地は、記載のとおり大井と黒瀬の 21筆で、面積は全部で
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5,459㎡です。 

相続により所有権が移転となったもので、あっせんの希望は

ございません。 

次に、届出番号２番です。 

権利取得者は、議案書に記載のとおりです。 

届出地は、記載のとおり下山の 15筆で、面積は全部で 4,646.

36㎡です。 

相続により所有権が移転となったもので、あっせんの希望は

ございません。 

次に、届出番号３番です。 

権利取得者は、議案書に記載のとおりです。 

届出地は、記載のとおり土居と僧津の２筆で、面積は全部で 1,

870㎡です。 

相続により所有権が移転となったもので、あっせんの希望は

ございません。 

次に、届出番号４番です。 

権利取得者は、議案書に記載のとおりです。 

届出地は、記載のとおり伊尾木と下山の 27筆で、面積は全部

で 11,002.21㎡です。 

相続により所有権が移転となったもので、あっせんの希望は

ございません。 

最後に、届出番号５番です。 

権利取得者は、議案書に記載のとおりです。 

届出地は、記載のとおり大井と黒瀬の 20筆で、面積は全部で

2,166㎡です。 

相続により所有権が移転となったもので、あっせんの希望は

ございません。 

説明は、以上です。 

議 長              ただいまの「報告第１号について」、質問、意見等が

ございましたらお願いいたします。  

          （質問、意見等 なし）  

議 長               質問、意見等がないようでしたら、これは報告案件ですので、

了解いただきたいと思います。 

続きまして、「議案第２号、農地法第３条許可申請に

ついて」を議題とし、事務局が説明をいたします。  

事務局（北村） 「議案第２号、農地法第３条許可申請について」説明いたし

ます。 

議案書は８ページです。 

申請番号１番です。 
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譲渡人、譲受人は議案書に記載のとおりで、申請地も記載

のとおり川北の１筆で、現況地目は畑で、面積は 427㎡です。 

贈与による所有権移転の申請で、果樹が作付されておりま

す。  

所在地につきましては、９ページに地図がございます。 

江川橋の北側にある農地です。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

次に、農地法第３条第２項各号の判断につきましては、Ａ

３の農地法第３条調査書で説明します。 

まず、全部効率利用要件につきましては、譲受人はナス、

水稲などを栽培しています。今回の申請地は、果樹が作付け

されております。 

農作業に従事する家族等の状況及び農機具の保有状況等か

らみて、耕作すべき農地すべてを効率的に利用するものと見

込まれます。 

次に、農地所有適格法人要件につきましては、譲受人は個

人ですので、適用ありません。 

次に、信託引受除外要件につきましては、信託ではありま

せんので、適用ありません。 

次に、農作業常時従事要件につきましては、譲受人は、ナ

ス、水稲などを栽培し、農業を営んでおりまして、農業に従

事する予定者、年間 310日が１名、 150日が１名おります。こ

のため、農作業を行う必要がある年間 150日以上の要件を満た

すと見込まれます。 

 次に、下限面積要件につきましては、取得後の農地面積の

合計が 7,774㎡となりまして、下限面積 4,000㎡を超えます。 

次に、転貸禁止につきましては、所有権移転・贈与であり

ますので該当しません。  

 次に、地域との調和要件につきましては、申請地には果樹

が作付されており、地域の防除基準にあった栽培管理を行う

ため、本件の権利取得により周辺の農地の農業上の効率的か

つ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられます。  

これらのことから、この申請につきましては農地法第３条

第２項の各号には該当しないため、「許可要件のすべてを満

たしている」と考えます。  

なお、現地につきましては、１０月１２日に西岡秀輝委員、

中平秀一委員に確認していただきました。 

         説明は、以上です。 

議 長               現地確認委員の報告を、西岡秀輝委員お願いします。 



5 

 

８番西岡秀輝委員 現地を確認してきました。先ほどの説明のとおりです。 

議 長               それでは、審議をお願いします。  

（質問、意見等なし）  

議 長               別にないようですので、採決をいたします。  

「議案第２号、農地法第３条許可申請について 」は原

案どおり認め、許可することに賛成の方は挙手をお願

いします。  

（挙手全員）  

議 長              全員賛成です。  

よって、「議案第２号、農地法第３条許可申請につい

て 」 は 原 案 ど お り 認 め 、 許 可 す る こ と に 決 定 し ま し た 。  

続きまして、「報告第３号、農地法第４条届出報告

について」を議題とし、事務局が説明をいたします。  

事務局（弘井）   「報告第３号、農法第４条届出報告について」説明いたし

ます。 

議案書は 10ページをご覧ください。 

農地を転用する場合は、転用の許可を受ける必要がありま

すが、自分の農地に 200㎡未満の農業用施設を建てる場合は届

出を行うだけでよく、今回は１件の届出が出ています。 

番号１番です。 

申請者、申請地は、議案書に記載のとおりです。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

所在地につきましては、 11ページに地図がございます。 

農業用の倉庫を建てる届出となっております。 

10月 12日に野村勉委員、渡辺禎宏委員に現地確認していた

だきました。 

周辺の農地からは、同意書が提出されております。 

説明は、以上です。 

議 長              現地確認委員の報告を、渡辺禎宏委員、お願いします。 

渡辺推進委員   １２日に確認に行ってきました。先ほどの説明のとおりで

す。 

議 長              ただいまの「報告第３号について」 、質問、意見等が

ございましたらお願いいたします。  

（質問、意見等なし）  

議 長               質問、意見等がないようでしたら、これは報告案件ですので、

了解いただきたいと思います。 

続きまして、「議案第４号、農地法第５条第１項許可

申請について」 を議題とします。  

申請番号１番については、野町亜理委員が関係者とな
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りますので、農業委員会等に関する法律第３１条第１項の規定により

一時退席を願います。 

（野町委員 退席） 

議 長               申請番号１番について、事務局が説明いたします。 

事務局（弘井）  「議案第４号の５条申請について」説明いたします。 

申請番号１番です。 

議案書は、 12ページをご覧ください。 

譲渡人、譲受人、申請地は議案書に記載のとおりで、地目

は畑、面積は 29㎡で、転用目的は墓地の建築です。 

場所は、 13ページに地図を掲載しています。 

併せて現地の写真もお配りしますので、ご確認ください。 

場所は、特別養護老人ホーム八流荘の北東にある農地です。

現地確認は、10月 11日に栗山浩和委員、大野實委員にしていた

だきました。 

次に、別紙のＡ３サイズの農地法第５条調査書をご覧くだ

さい。 

１の立地基準、農地性の判断ですが、該当区分は第１種農地

にあたると判断しています。理由は、特定土地改良事業等の施

行地であり、また、 10ヘクタール以上の規模の一団の農地の区

域内にある農地であるためです。 

続きまして、２の一般基準についてご説明いたします。 

検討事項①の理由についてですが、譲受人は、譲受人本人や

配偶者及び親族の入る適当な墓地がないことから個人墓地用地

を探していたところ、譲渡人から申請地の譲渡についての提案

を受けました。申請地は自宅からの距離も適当で、車で訪れる

こともでき、必要な面積も確保できることから、墓地用地とし

て最適であると判断し選定したものです。他に適した用地が無

いとのことで、当該申請地を申請することがやむを得ないと認

められます。 

資力や信用につきましては、預金通帳の写しを確認し、問題

はないと判断いたしました。 

遅滞なく転用が行われるかにつきましては、現地調査、申請

書類確認の結果、転用は確実に行われると判断いたしました。 

計画面積の妥当性につきましては、土地利用計画図が提出さ

れており、個人墓地用地として転用面積が妥当であると判断い

たしました。 

次に、周辺農地への支障についてですが、当該申請地の北

側は譲渡人所有の農地、南側は墓地、東側は公衆用道路を挟

んで雑種地、西側は同意のある農地です。生活排水が発生す
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る施設の設置は無く、雨水は自然浸透させる計画です。これ

らのことから転用事業の実施による周辺農地への影響はない

と判断します。 

特定土地改良事業等関係につきましては、申請地は土地改良

事業の施行地ですが、事業を行う際、非農用地区域で用途は墓

地と設定されていますので、問題はないと判断しています。 

申請地は、都市計画区域外で、農業振興地域内ですが、農用

地区域外となっています。 

総合意見といたしまして、現地調査、申請書類の確認の結

果、「転用計画は、許可相当である」と判断いたします。 

議 長              現地確認委員の報告を、栗山浩和委員、お願いします。 

13番栗山委員   先日、１１日に確認に行ってまいりました。先ほどの報告の

とおりです。 

議 長             それでは、審議をお願いします。  

（質問、意見等なし）  

議 長             別になければ、採決いたします。  

申請番号１番については、原案どおり認め、進達する

ことに賛成の方は挙手をお願いします。  

（挙手全員）  

議 長               全員賛成です。  

よって、申請番号１番は原案どおり認め、進達する

ことに決定いたしました。  

（野町委員 着席） 

議 長              次に、申請番号２番について、事 務 局 が 説 明 を い た し ま す 。  

事務局（弘井）  申請番号２番。 

譲渡人、譲受人、申請地は議案書に記載のとおりで、地目

は畑、面積は 284㎡で、転用目的は個人住宅の建築です。 

場所は、 14ページに地図を掲載しています。 

併せて現地の写真もお配りしますので、ご確認ください。 

場所は、西浜一ノ谷墓地の南にある農地です。 

現地確認は、10月12日に野村勉委員、渡辺禎宏委員にしてい

ただきました。 

次に、別紙のＡ３サイズの農地法第５条調査書をご覧くださ

い。 

１の立地基準、農地性の判断ですが、該当区分はその他の農

地にあたると判断しています。理由は、甲種、第１種、第２種、

第３種のいずれの要件にも該当しない農地であるためです。 

続きまして、２の一般基準についてご説明いたします。 

検討事項①の理由についてですが、譲受人夫婦は現在、親
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族所有の借家に家族３人で生活しているが、自動車専用道路の

計画により移転を余儀なくされております。現住居は高台にあ

り津波浸水地区域や急傾斜地崩落危険地域に該当しないため、

近隣で適地を探したところ、現住居の隣接地である申請地を譲

ってもらえることとなりました。他に適した用地が無いとのこ

とで、当該申請地を申請することがやむを得ないと認められま

す。 

資力や信用につきましては、預金通帳の写しを確認し、問題

はないと判断いたしました。 

遅滞なく転用が行われるかにつきましては、現地調査、申請

書類確認の結果、転用は確実に行われると判断いたしました。 

計画面積の妥当性につきましては、土地利用計画図が提出

されており、個人住宅用地として転用面積が妥当であると判断

いたしました。 

次に、周辺農地への支障についてですが、当該申請地の北

側は道路を挟んで山林、南側は自動車専用道路予定地、東側

は宅地、西側は譲渡人所有の農地です。生活排水は浄化槽で

処理後、東側隣接地内にある既設水路へ接続、雨水は自然浸

透させる計画です。これらのことから転用事業の実施による

周辺農地への影響はないと判断します。 

特定土地改良事業等関係につきましては、土地改良事業の施

行地ではありません。 

申請地は、都市計画区域外で、農業振興地域内ですが、農用

地区域外となっています。 

総合意見といたしまして、現地調査、申請書類の確認の結果、

「転用計画は許可相当である」と判断いたします。 

議 長               現地確認委員の報告を、渡辺禎宏委員、お願いします。 

渡辺推進委員   １２日に確認に行ってきました。先ほどの説明のとおりで

す。 

議 長                それでは、審議をお願いします。  

（質問、意見等なし）  

議 長               別になければ、採決いたします。  

申請番号２番については、 原案どおり認め、進達す

ることに賛成の方は挙手をお願いします。  

（挙手全員）  

議 長               全員賛成です。  

よって、申請番号２番は原案どおり認め、進達する

ことに決定いたしました。  

続きまして、「議案第５号、農業経営基盤強化促進
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法農用地利用集積計画決定について 」を議題とし、事

務局が説明をいたします。  

事 務 局         （北村） 「議案５号、農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画

決定について」説明いたします。 

議案書は１５ページになります。 

申請番号１番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り赤野の農地１筆で、地目は田で、面積は全部で 1,611㎡です。 

ナスを栽培する予定をしており、貸借期間は５年間で、賃

借料は、 10万円の条件で再設定する計画です。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

所在地につきましては、２０ページに地図がございます。 

赤野叶岡集落の北にある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 

次に、申請番号２番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り穴内の農地１筆で、地目は田で、面積は全部で 1,047㎡です。 

ナスを作付する予定をしており、貸借期間は５年間で、賃

借料は、 10アール当たり米７俵代の条件で再設定する計画で

す。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

所在地につきましては、２０ページに地図がございます。 

穴内六丁集落の南側にある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 

次に、申請番号３番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り西浜の農地１筆で、地目は田で、面積は 892㎡です。 

水稲を栽培する予定をしており、貸借期間は５年間で、賃

借料は 10アール当たり米１俵代の条件で再設定する計画です。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

所在地につきましては、２１ページに地図がございます。 

消防防災センターの北側にある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 
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次に、申請番号４番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り黒鳥の農地２筆で、地目は田で、面積は 1,721㎡です。 

水稲を栽培する予定をしており、貸借期間は５年間で、賃

借料は、 10アール当たり１万円の条件で新規設定する計画で

す。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

所在地につきましては、２１ページに地図がございます。 

黒鳥公民館の北東にある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 

次の申請番号５番から９番までの借受人は、同じです。 

申請番号５番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り川北の農地２筆で、地目は田で、面積は 3,578㎡です。 

ショウガを栽培する予定をしており、貸借期間は１年間で、

賃借料は 10アール当たり２万円の条件で再設定する計画です。 

これから、現地の写真をお配りしますが、先ほどお伝えし

たとおり、申請番号５番から９番までの借受人は同一で、隣

り合う土地を貸借することから、現地写真はまとめて回させ

ていただきますので、ご確認をお願いします。 

所在地につきましては、２２ページに地図がございます。 

川北・堂ノ尾集落の南側にある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 

次に、申請番号６番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り川北の農地１筆で、地目は田で、面積は 1,225㎡です。 

ショウガを栽培する予定で、貸借期間は１年間で、賃借料

は、 10アール当たり２万円の条件で再設定する計画です。  

所在地につきましては、２２ページに地図がございます。 

申請番号５番の南隣りにある農地です。 

次に、申請番号７番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り川北の農地１筆で、地目は田で、面積は 1,666㎡です。 

ショウガを栽培する予定で、貸借期間は１年間で、賃借料

は、 10アール当たり２万円の条件で再設定する計画です。 
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所在地につきましては、２２ページに地図がございます。 

申請番号６番の南隣りにある農地です。 

次に、申請番号８番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り川北の農地１筆で、地目は田で、面積は 1,044㎡です。 

ショウガを栽培する予定で、貸借期間は１年間で、賃借料

は、 10アール当たり２万円の条件で新規設定する計画です。 

所在地につきましては、２２ページに地図がございます。 

申請番号７番の南隣りにある農地です。 

次に、申請番号９番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り川北の農地１筆で、地目は田で、面積は 814㎡です。 

ショウガを栽培する予定をしており、貸借期間は１年間で、

賃借料は、 10アール当たり２万円の条件で新規設定する計画

です。 

所在地につきましては、２２ページに地図がございます。 

申請番号８番の南隣りにある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 

最後に、申請番号１０番です。 

貸付人、借受人は議案書に記載どおり、申請地も記載どお

り井ノ口の農地１筆で、地目は畑で、面積は 664㎡です。 

文旦を栽培する予定をしており、貸借期間は１０年間で、

賃借料は、１万円の条件で新規設定する計画です。 

現地の写真をお配りしますので、ご確認ください。 

所在地につきましては、２３ページに地図がございます。 

井ノ口山田集落の北側にある農地です。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の判断につ

きましては、別紙のＡ３の農業経営基盤強化促進法に係る利

用集積計画の調査書に記載してあるとおりです。 

なお、現地につきましては、申請番号１番は、栗山浩和委

員、大野實委員に、申請番号２番は、野町亜理委員、長野榮

徳委員に、申請番号３番と４番は、野村勉委員、渡辺禎宏委

員に、申請番号５番から９番は、西岡秀輝委員、中平秀一委

員に、申請番号１０番は、大久保暢夫委員、小松昌平委員に、 

確認していただいております。 

説明は、以上です。 

議 長              現地確認委員の報告を申請番号１番は、大野實委員、申請番
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号２番は、野町亜理委員、申請番号３番と４番は、渡辺禎宏委

員、申請番号５番から９番は、中平秀一委員、申請番号10番は、

小松昌平委員、お願いします。 

大野推進委員   申請番号１番です。１１日に確認してきました。先ほどの

説明のとおりです。 

２番野町委員   申請番号２番です。１０月１４日に長野さんと北村さんと現

地を確認してきました。先ほどの説明のとおりです。 

渡辺推進委員   申請番号３番と４番です。先ほどの説明のとおりです。 

中平推進委員   申請番号５番から９番です。現地確認してきました。先ほ

どの説明のとおりです。 

小松昌平推進委員  申請番号 10番です。１０月１３日に現地確認してきました。

先ほどの説明のとおりです。 

議 長              それでは審議をお願いします。  

（質問、意見等  なし）  

議 長              別にないようですので、採決いたします。  

「議案第５号、農業経営基盤強化促進法農用地利用

集積計画決定について」は、原案どおり決定すること

に賛成の方は挙手をお願いします。  

（挙手全員）  

議 長              全員賛成です。  

よって、「議案第５号、農業経営基盤強化促進法 農

用地利用集積計画決定について」は、原案どおり決定

いたしました。  

     以上で、議案審議は終了いたしました。  

それでは、「その他」の件について、まず上下水道

課から説明いたします。  

（清遠上下水道課長、佐伯工務係長  着席）  

議 長              「安芸市水源地について 」報告したいとのことですの

で、よろしくお願いします。  

（資料配布）  

清遠上下水道課長  上下水道課の清遠です。よろしくお願います。  

         大事なライフラインである水道 の、震災後の早期

復旧に向けて検討している中で、津波浸水区域外に

一 つ 主 要 な 水 源 地 が 必 要 で あ ろ う と い う 考 え の も と 、

令和２年からいろいろ検討を加えて きました。その

結 果 、 有 望 な 水 源 と な る 場 所 が 確 認 で き ま し た の で 、

農業委員の皆さまに一度説明させていただきたいと

思いまして、本日はお時間をいただきました。  

詳細な説明につきましては、係長の方からさせて
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いただきます。よろしくお願いします。  

佐伯工務係長    お配りした資料、３枚。１枚目は航空写真、２枚

目が切図、３枚目が用地実測図です。  

         それでは、説明します。  

         先ほどの課長の説明と重複する形になりますが、

安芸市の水道、メインの水源が水道庁舎の地下に構

えています。  

皆さまご存知のと おり、今の市役所の周辺は、南

海トラフの地震の際に浸水区域で、水道庁舎の２階

の窓の半分あたりまでが水没する想定となっていま

す。  

         地下の施設につきましては、防水扉があり、外部

からの水は入らないようにしていますが、懸念され

るのは液状化。それと津波によって地下水の急激な

上昇により地下の水源の部屋が水没。電気がありま

すので、そうなると長期に使えません。それに伴う

塩 害 化 。 塩 が 入 る と な か な か 水 に は 変 え ら れ ま せ ん 。  

それらのリスクを考えまして、新庁舎建設予定地

の北側に県道高台寺川北線、野良時計の北の通り、

これをずっと井ノ口の方に行って 帯谷川と交わると

ころ、今お配りしている航空写真で 赤色の三角で塗

っている土地の地下水の調査しましたところ、かな

り豊富な水があることが確認されました。  

         令和元年から関係する栃木堰土地改良区さん、周

りの農家さん、下流で取水している植野野菜組合、

菊水酒造、ＮＫＫさんにも説明しながら 進めていま

して、ここの土地で水源地を構える考えでい ます。  

         所 在 地 は 、 安 芸 市 の 井 ノ 口 で 、 資 料 の と お り で す 。

この用地を買収して新水源地を整備しようと考えて

います。  

          説明は簡単ですが、以上です。  

事 務 局          長      上下水道課から説明がありましたが、質問等ございませ

んか。 

清遠上下水道課長  補足ですが、水道庁舎の下の水源が使えなくなり

ますと、長期にわたって市民の皆さまに水道水が供

給できなくなります。そういう事態が懸念されます

ので、かなり上流にはなりますが、 新水源を整備す

ることとさせていただいたものです。  

         大きな一つの要素として 、津波の影響を受けない
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ような対策がとれる地域ということで、新庁舎の建

設地の西側で調査をしたところ、こういう場所でで

き る と い う こ と が 分 か り ま し た 。 現 状 は 農 地 で す が 、

これを新水源地として整備することにさせていただ

いたということす。  

５番千光士委員   これは、帯谷川を挟むか。  

清遠上下水道課長  挟みません。帯谷川の東側の三角地です。  

５番千光士委員   東側だけか。  

清遠上下水道課長  東側だけです。  

５番千光士委員   切図で見たら・・・  

佐伯工務係長    左側の高知県というのが河川で、右側の水色は水

路になります。  

         恐らくは、昔県が買収してここへ川を付けている

ということだと思います。  

清遠上下水道課長  説明させていただいたとおりですので、 順次進み

ましたら、令和７年度くらいから本格的な新水源地

の整備に着手する形になりますので、よろしくお願

いします。  

２番野町委員    水質はどうですか。  

佐伯工務係長    原水で、水道の項目３９項目の試験をしてオッケ

ーということです。  

２番野町委員    どれくらい掘り下げますか。  

佐伯工務係長    約２５から３０メートルほど。周りの施設園芸で

使っているのは、その上の層です。  

         水道で汲もうとしているのは、農家さんが使って

いる下の層に４、５メートルの遮断層、水を通さな

い層があって、その下にある層があったので、そこ

から汲もうとするものです。  

（「遮断層があるので、問題ないということ」と

呼ぶ者あり）  

佐伯工務係長    用水試験を去年から行いました。渇水期と豊水期

に。水道課の下で汲んでいるような、水をどんどん

５日間、２４時間汲みっぱなしで。周りの田んぼを

借りて水位計を設置して、浅いところの水位と 、深

いところの水位の動きを見ました。下をどんどん吸

っても、上の水位は動かなかった 。それが繋がって

いたら、水位が動くはずですが。  

         その辺は、改良区さんにも、ＮＫＫさんにも説明

させていただきました。  
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事 務 局          長     この事業は農業委員会で許可が必要なものではないんで

すが、今は農地ですが計画で使うこととなるという説明を

させていただいたということです。 

          他に質問が無ければ、以上になります。よろしいですか。 

（清遠上下水道課長、佐伯工務係長  退席）  

議 長               それでは、次に事務局から説明があります。  

事 務 局         （北村）   私の方から、その他の件で、３点あります。 

１点目は、来月の定例会の開催予定です。 

来月の定例会は、１１月２８日の月曜日の予定です。よろしくお願

いします。  

            ２点目は、新規就農者への相談会について、確認したいと思いま

す。 

今年の農業委員会の目標として、新規参入の促進で、相談会への

参加を挙げています。その際には、大阪もしくは東京での相談会に

リモートで、現地に居ながら参加する形を挙げていましたが、新型

コロナの感染が今少し落ち着いてきていることから、１１月２６日

土曜日に大阪で開催される相談会に市の農林課が対面方式で参加す

る予定で進めています。 

            市の職員が１名参加予定です。本日は急な話ですが、「市の職員

に、どなたか同行していただけるかどうか」お伺いしたいと思いま

すが。 

 前日の２５日の夕方に大阪入りまして１泊し、翌日相談会に参加、

夕方終了後に帰ってくる日程となります。行ってくださる方いらっ

しゃったら。急な話ですが。ご相談ということで。 

事 務 局          長     急な話なので、期限を決めて何日までにとか。 

事 務 局         （北村）   そしたら、一週間くらいの間で、可能な方はご連絡くだ

さい。  

事 務 局          長     相談では、制度的なことは農林課の職員が対応しますが、

農地の確保とかいったことで相談があったときに対応願う

ようなことになるのかと思います。 

事 務 局         （北村）   旅費は、こちらで準備します。  

          それと、本日の議案書に同封しておりましたが、１１月１２

日に開催予定の「農業体験ツアー」のチラシを送らせていただいて

います。市の農林課が事務局で開催の準備を進めており、現在６名

ほどの参加がありそうとのことです。 

           この催しには、委員の中でも参加される方がいるとお聞きしていま

す。以上、ご紹介とともに、意見交換会もあるようですので、参加

される方がおられましたら、ご連絡ください。 

           それと、今年は開催されませんでしたが、大阪、東京ではなく、高
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知市で共同開催される相談会も今後再開されるかもしれませんので、

その際には、委員の皆さまにご協力をお願いすることがあると思い

ますので。今年はありませんが、よろしくお願いします。 

           それが２点目となります。 

最後、３点目は、非農地判断についてです。 

先日、議案書と一緒に非農地判断マニュアルというのをお配りいた

しました。 

非農地判断は、農業委員会が台帳に「農地」として登録している

土地について、現況が「農地以外」であることを確認し、判断する

という作業になります。 

３月の定例会で、事務処理要領を定めています。 

具体的には、利用状況調査（農地パトロール等）で発見した場合

や、農地所有者から判断願いが提出された場合に、農業委員２名、

農地利用最適化推進委員１名と、事務局職員が現況調査を行うとい

うことで、処理を定めています。 

          届出があったら、全てが認められるというわけではなくて、発見さ

れた遊休農地や、判断願いがあった遊休農地のうち、その農地の継

続した利用が地理的に困難と認められ、今後もそれらの困難を改善

する整備が計画されていない場合に限られます。 

具体的には、周辺が山林化等で日照が妨げられたり、鳥獣被害が多

く、作物の生育に著しい支障が予想される場合や、周辺農地の山林

化により隔離され、その農地に至ることが著しく困難である場合な

どが考えられます。 

このたび、非農地判断について、実施手順や対象農地のマニュア

ル化について要望があったことから、全国農業会議所が農林水産省

とも調整の上作成したマニュアルが送られてきましたので、情報共

有のため、皆さまに今回送らせていただきました。 

現状として、「非農地証明」の申請があったものについて、委員

会で審査して証明書を発行したものについては、地目の変更登記な

どの手続きが行われています。 

それと別に、地理的条件が厳しい農地で遊休農地となっている場

合について、委員の皆さまの調査に基づく「非農地判断」を行うこ

とで、農地台帳の適切な管理に、今後取り組んでいく必要があると

思います。 

非農地判断した場合には、県に報告するようになっておりますが、

県内では一部の町村からの届出があるようですが、まだ取組みは進

んでいないようです。 

事務局としても、県内外の取り組み事例を確認して、今後の取り

組みにつなげていければと考えています。 
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今回、送らせていただいた資料を見て、何か意見等ございますで

しょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

事 務 局         （北村）   そしたら、今後研究しながら取り組んでいきたいと思い

ます。その際は、ご協力をお願いします。  

          私からは、以上になります。 

事 務 局         （弘井）   あと、活動記録簿、９月までの実績を県の方に提出する

ようになってます。提出がまだの方はよろしくお願いしま

す。  

議 長               以上で、本日の定例会の日程は全部終了いたしま

した。  
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この議事録は事実と相違ないので、農業委員会会議規則第２１条第２項の規

定により署名する。 

 

   令和４年１１月２８日 

 

      安芸市農業委員会 

      会       長     

 

 

      会議録署名委員        

 

  

      会議録署名委員        

 

 


